
　
出
前
講
座
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
「
新
し
く
ス
タ
ー
ト
し
た
自
治
基

本
条
例
の
今
を
知
り
た
い
！
」

　
「
自
治
基
本
条
例
が
で
き
て
何
が

変
わ
る
の
？
」

　
「
私
個
人
や
地
域（
自
治
会
）と
自

治
基
本
条
例
っ
て
ど
ん
な
関
わ
り
が

あ
る
の
？
」

　
「
下
野
市
の
会
社
に
勤
め
て
い
る

け
れ
ど
、
自
治
基
本
条
例
と
会
社

の
繋
が
り
って
ど
ん
な
も
の
？
」

　

自
治
基
本
条
例
を
よ
り
身
近
な

も
の
と
し
て
感
じ
て
も
ら
う
た
め
に
、

市
で
は
啓
発
活
動
の一
環
と
し
て
出

前
講
座
を
行
って
い
ま
す
。

　

自
治
会
や
老
人
ク
ラ
ブ
、
子
ど
も

育
成
会
な
ど
の
地
域
の
集
ま
り
ご
と

や
企
業
研
修
に
出
向
い
て
、
自
治
基

本
条
例
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
お

話
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
素
朴
な
質
問

に
も
お
答
え
し
ま
す
。

　

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
自
治
基
本
条
例
の
情
報
紙
を

　
発
行
し
ま
す

　

今
後
は
、
市
民
に
よ
る
情
報
紙

編
集
委
員
が
取
材
・
編
集
を
行
い
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
自
治
基
本
条
例
に

関
す
る
情
報
を
お
届
け
す
る
予
定

で
す
。

　

市
民
の
視
点
で
、
市
民
の
市
民
に

よ
る
市
民
の
た
め
の
情
報
紙
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

　

情
報
紙
編
集
委
員
に
つ
い
て
は
、

今
後
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
募
集
し

ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
下
野
市
自
治
基
本
条
例
の

　
概
要
版
を
全
世
帯
に
配
布
し
ま
す

　

条
例
の
概
要
に
つ
い
て
分
か
り
や

す
く
ま
と
め
た
概
要
版
を
作
成
し

ま
し
た
。
後
日
、
全
世
帯
に
配
布

し
ま
す
。

　

さ
ら
に
条
例
の
解
説
書（
下
野
市

自
治
基
本
条
例
逐
条
解
説
）と
併
せ

て
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
に
な
れ

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

総
合
政
策
課

　

☎（
40
）５
５
５
０

　

市
民
活
動
団
体
等
が
、
地
域
の

た
め
社
会
の
た
め
に
新
た
に
行
う
活

動
に
対
し
て
、
経
費
の一
部
を
補
助

し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
環
境
保
全
に
関
す
る

活
動
、
防
犯
活
動
、
子
育
て
支
援
、

こ
ど
も
の
健
全
育
成
に
関
す
る
活
動

な
ど
で
す
。

　

公
募
型
の
補
助
制
度
で
、
審
査

会
を
経
て
採
用
さ
れ
た
事
業
に
対
し

て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

審
査
に
よ
り
事
業
が
認
め
ら
れ
れ

ば
、
平
成
26
年
度
か
ら
の
新
規
ス

タ
ー
ト
事
業
に
つ
い
て
は
、
最
大
５

年
間
、
補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

■
補
助
事
業
応
募
方
法

　

申
請
に
必
要
な
書
類
を
そ
ろ
え

て
、
４
月
25
日
㈮
ま
で
に
、
総
合
政

策
課（
国
分
寺
庁
舎
２
階
）へ
直
接
提

出
し
て
く
だ
さ
い（
郵
送
・
フ
ァ
ッ
ク

ス
・
メ
ー
ル
等
は
不
可
）。

　

提
出
書
類
等
は
、
総
合
政
策
課
、

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手

で
き
ま
す
。

　

活
動
団
体
の
年
間
計
画
を
立
て

る
際
、
補
助
の
活
用
に
つ
い
て
、
総

合
政
策
課
ま
で
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

総
合
政
策
課

　

☎（
40
）５
５
５
０

26
年
度
市
民
活
動
補
助
事
業

た
だ
今
募
集
受
付
中
！

〜
補
助
の
条
件
を
緩
和
し
、
活
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
〜

■補助区分　身近なこと、小さな事業から始められるように、
　　　　　　全額補助のコースを新設しました。

補助区分

コース

補助率

補助上限

交付回数

新規スタート 継続ステップアップ

トライコース スタートコース

10分の10 ４分の３

５万円 １０万円

どちらかのコースを選択、１回限り

2～ 3年目 4～ 5年目

４分の３ ２分の１

３０万円 ３０万円

１事業につき最大４回まで

れ

自治基本条例が４月１日に施行されました

Shimotsuke

広報しもつけ　2014.4
8


